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田無庁舎…〒１８８－８６６６　南町５～６～１３　　保谷庁舎…〒２０２－８５５５　中町１～５～１
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�相談場所　（田）…田無庁舎２階市民相談室
　　　　　　（保）…保谷庁舎１階市民相談室
�予約方法　予約制の相談…電話、または来庁にて受け付けます。
                      相談を希望する庁舎の市民相談室に申し込んでください。
　　　　　　事前予約の必要のない相談は、相談開始時間から相談会
　　　　　　場で受け付けます。

問合せ場 所日 時内 容
田無庁舎２階生活文化課
（�６４-１３１１内線14３1 ）毎週月曜日～金曜日

午前１０時～午後４時消費生活相談
消費生活相談室
（�２５－４０４０）

消費者センター

田無庁舎市民相談室
（�６４－１３１１内線1432）

田無庁舎２階ロビー７月１９日　午後１時～４時
求職・求人相談
（ハローワーク） 保谷庁舎市民相談室

（�64－1311内線2115）
保谷庁舎４階会議室７月２６日　午後１時～４時

田無庁舎市民相談室
（�６４－１３１１内線1432）

田無庁舎２階ロビー７月１９日　午後１時～４時高年齢者就業相談
（武蔵野高年齢者就業相談所）
0422－53－4545

保谷庁舎市民相談室
（�64－1311内線2115)

保谷庁舎４階会議室７月２６日　午後１時～４時

消費者センター
（�２５－４1４1）

田無庁舎２階ロビー８月３日
午後１時３０分～４時住宅増改築相談

保谷庁舎１階ロビー

環境保全課
（�６４－１３１１内線２２１２）

田無庁舎２階
展示コーナー７月１８日　

午後１時３０分～２時３０分動 物 相 談
保谷庁舎１階ロビー

田無庁舎１階子育て支援課
（�６４－１３１１内線１５２１、１５２２）

※事前連絡が必要です
毎週月曜日午前９時～正午児 童 相 談

保谷庁舎１階生活福祉課 
（�６４－１３１１内線２３５１）
※事前連絡をしてください

毎週火曜日～金曜日
午前８時３０分～午後５時

母 子 相 談
（ひとり親相談）

保谷保健福祉総合センター第１相談室
田無庁舎１階障害福祉課第１相談室
　（�６４－１３１１内線１５６１、２３４６）

８月８日　午後１時～３時身体障害者相談

７月１７日　午後１時～３時知的障害者相談

教育相談課
（�６４－１３１１内線２６４１）
電話相談（�２５－４９７２）

保谷庁舎４階
毎週月曜日～金曜日
午前９時～午後４時３０分教 育 相 談

田無庁舎５階

（�６３－１１００）
（FAX６２－２０９４）

７月17日眼科・２４日皮膚科
・３１日内科
午後１時３０分～２時３０分

電話医療相談
（田無医師会）

（�６６－２０３３）
８月10日
午後12時３０分～１時３０分

電話歯科相談
（田無歯科医師会）

問合せ場所日 時内 容   
田
無
庁
舎
の
相
談（
庁
舎
２
階
市
民
相
談
室
）…�
　

・
１
３
１
１
内
線　

６４

１４３２

  
保
谷
庁
舎
の
相
談（
庁
舎
１
階
市
民
相
談
室
）…�
　

・
１
３
１
１
内
線　
　
　
　

６４

２１１５

（田）
（保）

毎週月曜日～金曜日
午前８時３０分～午後５時一般市民相談

（田）
７月１９日・２６日・２７日、８月２日・
３日　午前９時～正午法 律 相 談

（予 約 制）
（保）

７月１７日・２４日、８月７日・１４日
午後１時３０分～４時３０分

（田）
７月２６日、８月３日
午前９時～正午

人権・身の上
相談（予約制）

（保）
７月２３日、８月１３日
午後１時３０分～４時３０分

人権・身の上
相 談

（田）８月９日　午後１時～４時
税 務 相 談
（予 約 制） （保）

７月１９日、８月２日
午後１時３０分～４時３０分

（田）７月１９日、８月２日  午前９時～正午不 動 産 相 談
（予 約 制） （保）８月９日   午後１時３０分～４時３０分

（田）８月９日　午後１時～４時
登 記 相 談

（保）７月２６日   午後１時３０分～４時３０分

（田）８月９日   午後１時～４時
表示登記相談

（保）７月２６日   午後１時３０分～４時３０分

※
予
約
制
以
外
の
相
談
は
、

開
始
時
間
か
ら
受
け
付
け
ま
す

（田）７月２４日、８月１日  午後１時～４時
交通事故相談
（予 約 制） （保）

７月１８日、８月８日
午後１時３０分～４時３０分

（田）８月８日   午後１時～４時年金・労災・失業保険
人事管理一般相談

（田）７月２７日　午後１時～４時
行 政 相 談

（保）８月２日   午後１時３０分～４時３０分

（田）８月１日   午後１時～４時行政手続き相談

＊相談の秘密は厳守します。

▽
助
成
を
受
け
ら
れ
る
方

　

伊
豆
諸
島
で
の
宿
泊
を
伴
う
観

光
旅
行
な
ど
を
行
う
都
民
（
都
内

へ
通
学
・
通
勤
す
る
方
を
含
む
）

に
宿
泊
費
を
助
成
し
ま
す
。

▽
助
成
金
額（
１
人
１
回
に
つ
き
）

○
大
人　

旅
館
・
ホ
テ
ル
に
宿
泊

す
る
場
合
…
１
万
円
、　

民
宿
に

２
泊
以
上
す
る
場
合
…
１
万
円
、

民
宿
に
１
泊
す
る
場
合
…
６
千
円

○
子
ど
も（
就
学
前
児
童
の
場
合
）

…
大
人
の
半
額

▽
助
成
期
間

　

７
月
１
日
か
ら　

年
３
月　

日

１４

３１

（　

万
人
を
超
え
る
と
終
了
）

１０
▽
申
込
み

�
団
体
旅
行
の
場
合�

①
代
表
者
は
、
島
へ
の
交
通
機
関

に
予
約
を
す
る
。

②
代
表
者
は
、
田
無
庁
舎
２
階
生

活
文
化
課
に
あ
る
「
団
体
申
込
書

兼
予
約
確
認
書
」
を
、
宿
泊
希
望

の
島
の
観
光
協
会
に
郵
送
し
て
、

宿
泊
先
を
予
約
を
す
る
。

③
代
表
者
は
、
後
日
、
観
光
協
会

か
ら
郵
送
さ
れ
た「
予
約
確
認
書
」

を
生
活
文
化
課
の
窓
口
に
提
出
し

て
「
宿
泊
証
」
を
受
け
取
る
。

④
旅
行
者
は
、「
宿
泊
証
」に
乗
船

証
明
書
等（
航
空
券
の
半
券
、領
収

書
な
ど
旅
行
を
証
明
す
る
書
類
）

を
貼
付
し
、宿
泊
先
に
提
出
し
て
、

精
算
時
に
差
額
金
額
を
支
払
う
。

�
個
人
旅
行
の
場
合�

①
旅
行
者
は
、
島
へ
の
交
通
機
関

に
予
約
を
す
る
。

②
旅
行
者
は
、
宿
泊
希
望
の
島
の

観
光
協
会
に
宿
を
予
約
を
す
る
。

③
観
光
協
会
か
ら
、
電
話
で
申
し

込
み
者
に
「
宿
泊
先
」
と
「
宿
泊

証
の
番
号
」
が
連
絡
さ
れ
る
。

④
島
に
到
着
し
た
旅
行
者
は
、
観

光
協
会
で
「
宿
泊
証
」
を
受
け
取

る
。

⑤
宿
泊
先
に
到
着
し
た
旅
行
者

は
、「
宿
泊
証
」
に
乗
船
証
明
書
等

（
航
空
券
の
半
券
、
領
収
書
な
ど

旅
行
を
証
明
す
る
書
類
）
を
貼
付

し
、
宿
泊
先
に
提
出
し
て
、
精
算

時
に
差
額
金
額
を
支
払
う
。

▽
島
へ
の
交
通
機
関
予
約
先
、
予

約
受
付
開
始
時
期

○
東
海
汽
船　
�
　

・
５
４
７
２
・

０３

９
０
０
９
、
２
か
月
前
か
ら

○
エ
ア
ー
ニ
ッ
ポ
ン
㈱（
Ａ
Ｎ
Ｋ
）

�
０
１
２
０
・
０
２
９
・
２
２
２
、

２
か
月
前
か
ら

○
新
中
央
航
空
㈱　
�
０
４
２
２

・　

・
４
１
９
１
、
１
か
月
前
か

３１
ら○

小
笠
原
海
運　
�
　

・
３
４
５

０３

１
・
５
１
７
１
、
３
か
月
前
か
ら

※
予
約
受
付
開
始
時
期
は
、
季
節

に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

▽
島
の
観
光
協
会
な
ど

○
大
島
観
光
協
会　

大
島
町
元
町

１
〜
３
〜
３ 　
�
０
４
９
９
２
・

２
・
２
１
７
７

○
利
島
村
役
場
産
業
建
設
課　

利

島
村
２
４
８　
�
０
４
９
９
２
・

９
・
０
０
１
１

○
新
島
観
光
協
会　

新
島
村
字
黒

根　
�
０
４
９
９
２
・
５
・
０
０

４
８

○
式
根
島
観
光
協
会　

新
島
村
式

根
島
２
５
５
〜
１　
�
０
４
９
９

２
・
７
・
０
１
７
０

○
神
津
島
観
光
協
会　

神
津
島
村

　
　
�
０
４
９
９
２
・
８
・
０
３

４４２
１

○
御
蔵
島
村
役
場
総
務
課
産
業
建

設
係　

御
蔵
島
村
字
入
か
ね
が
沢

�
０
４
９
９
４
・
８
・
２
１
２
１

○
八
丈
島
観
光
協
会　

八
丈
島
八

丈
町
大
賀
郷
２
３
４
５
〜
１　
�

０
４
９
９
６
・
２
・
１
３
７
７

○
青
ヶ
島
村
役
場
総
務
課
産
業
建

設
係　

青
ヶ
島
村
無
番
地　
�
０

４
９
９
６
・
９
・
０
１
１
１

○
小
笠
原
村
観
光
協
会　

小
笠
原

村
父
島
字
東
町　
�
０
４
９
９
８

・
２
・
２
５
８
７

○
母
島
観
光
協
会　

小
笠
原
村
母

島
字
元
地
沖
港　
�
０
４
９
９
８

・
３
・
２
３
０
０

きれいな海で思いっきり遊ぼう！
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市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
相
談
窓
口
と
し
て
田
無
庁
舎
（
２
階
）、

保
谷
庁
舎
（
１
階
）
で
一
般
市
民
相
談
、
各
種
相
談
窓
口
を
開
設
し
て

い
ま
す
。

こ
の
た
び
、
保
谷
庁
舎
の
市
民
相
談
室
は
改
修
工
事
の
た
め
、
一
時
、

相
談
場
所
が
変
更
と
な
り
ま
す
。
改
修
工
事
中
、
大
変
ご
迷
惑
を
お
か

け
し
ま
す
。
お
間
違
い
の
な
い
よ
う
に
お
気
を
つ
け
く
だ
さ
い
。
９
月

か
ら
は
現
在
の
場
所
に
戻
り
ま
す
。

▽
該
当
場
所

保
谷
庁
舎
市
民
相
談
室

▽
変
更
場
所

保
谷
庁
舎
４
階
第
２
会
議
室

▽
期
間

８
月
１
日
（
水
）
〜

日
（
金
）

３１

◆
生
活
文
化
課
（
�田�
内
線

）
１４１３

�������� ��������������������

　

三
宅
島
の
噴
火
や
新
島
・
神
津
島
で
の
地
震
に
よ
り
、
昨
年
の
伊
豆
諸
島
へ
の
観
光
旅
行
者
は
激
減
し
ま

し
た
。
伊
豆
諸
島
に
お
け
る
観
光
事
業
は
、
地
域
の
経
済
を
支
え
る
大
き
な
柱
で
あ
り
、
そ
の
盛
衰
が
、
そ

の
ま
ま
島
の
経
済
に
反
映
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
あ
り
ま
せ
ん
。

　

三
宅
島
を
除
く
伊
豆
諸
島
で
は
、
す
で
に
観
光
客
の
受
け
入
れ
体
制
は
整
い
つ
つ
あ
り
、
安
全
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
観
光
客
の
減
少
傾
向
は
相
変
わ
ら
ず
続
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る�
風
評

被
害�
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
東
京
都
市
長
会
、
特
別
区
長
会
お
よ
び
東
京
都
町
村
会
は
共
同
し
て
、
観
光
産
業
に
よ
る
島
の

経
済
の
回
復
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
に
、「
島
へ
の
観
光
旅
行
に
対
す
る
助
成
」
を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

◆
生
活
文
化
課
（
�田
 
�
内
線　

）
１４１１
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